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健
康
運
動
教
室（
ス
ト
レ
ッ
チ
ポ
ー

ル
・
楽
し
く
ス
ト
レ
ッ
チ
ー
ズ
・

シ
ニ
ア
元
気
体
操
）

　

ス
ト
レ
ッ
チ
ポ
ー
ル
・
ス
ト
レ
ッ
チ
ー

ズ（
伸
縮
性
の
あ
る
特
殊
な
布
）・
バ
ラ

ン
ス
ボ
ー
ル
な
ど
を
利
用
し
、肩
こ
り
・

腰
痛
予
防
、
姿
勢
改
善
や
ウ
エ
ス
ト
の

引
き
締
め
、
骨
盤
底
筋
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
、転
倒
予
防
、脳
ト
レ
を
含
め
た
ゲ
ー

ム
な
ど
を
楽
し
く
行
う
教
室
で
す
。

コース 日程 時間 場所 対象 定員 受講料

ストレッチポール
５月10日㈮
17日㈮
31日㈮

10時20分～
11時

11時20分～
12時

滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

第
１
体
育
館　

会
議
室

18歳
以上 各

回
８
人

１回
当たり
300円

ストレッチポール
自重トレーニング ５月18日㈯

10時30分～
11時30分 １回

当たり
500円

楽しく
　ストレッチーズ

５月１日㈬
11日㈯
29日㈬

シニア元気体操
５月14日㈫ 60歳

以上28日㈫ 13時30分～
14時30分

※
受
講
料
当
日
徴
収

申
込
方
法　

開
催
日
前
日
ま
で
に
、
窓

口
ま
た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

犯
ア
プ
リ「
ほ
く
と
ポ
リ
ス
」は
、
防
犯

ブ
ザ
ー
の
代
わ
り
に
な
る
ほ
か
、
お
住

ま
い
の
地
区
で
の
不
審
者
情
報
な
ど
も

配
信
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

問
滝
川
警
察
署
℡
24
―
０
１
１
０

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え

　

計
量
法
に
基
づ
く
有
効
期
限
が
満
了

に
な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え
を

行
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
各
事
業
所
、ご
家
庭
に

は
事
前
に
文
書
で
連
絡
し
ま
す
。

　

取
り
替
え
期
間
は
、
５
月
上
旬
か
ら

11
月
中
旬
ま
で
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
家
屋
の
改
造
や
取
り
壊
し
な

ど
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
水
道
企
業

団
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
中
空
知
広
域
水
道
企
業
団
℡
53
―
３

８
４
０

令
和
６
年
度
市
・
道
民
税
の

定
額
減
税
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
度
の
市
・
道
民
税
に
つ
い

て
定
額
に
よ
る
減
税（
特
別
控
除
）を
行

い
ま
す
。
減
税
額
は
次
の
合
計
額
で
す
。

た
だ
し
、
合
計
額
が
所
得
割
額
を
超
え

る
場
合
は
、所
得
割
額
を
上
限
と
し
ま
す
。

◯
納
税
者
本
人　

１
万
円

◯
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族

（
国
外
居
住
者
を
除
く
）　

１
人
に
つ
き

１
万
円

　

適
用
さ
れ
た
定
額
減
税
の
額
は
市
・

道
民
税
の
各
種
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ

い（
火
〜
土
曜
日
９
時
〜
17
時
／
祝
日

を
除
く
）。

問
滝
川
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
℡
23
―
４
６

１
７文

京
台
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
場オ

ー
プ
ン

期
間　

５
月
18
日
㈯
〜
10
月
19
日
㈯

場
所　

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
横

使
用
料　

無
料（
事
前
申
込
必
要
）

問
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
℡
74
―
４
８
０

０ヒ
グ
マ
の
被
害
に遭

わ
な
い
た
め
に

　

ヒ
グ
マ
に
よ
る
人
身
被
害
は
春
と
秋

に
多
く
発
生
し
ま
す
。
春
は
山
菜
採
り

な
ど
で
野
山
に
出
か
け
る
機
会
が
増
え

る
こ
と
に
加
え
、
ヒ
グ
マ
も
冬
眠
か
ら

目
覚
め
、
エ
サ
を
求
め
て
活
発
に
行
動

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

被
害
に
遭
わ
な
い
一
番
の
方
法
は
、

ヒ
グ
マ
に
出
合
わ
な
い
こ
と
で
す
。
野

山
に
入
る
と
き
や
家
庭
か
ら
ご
み
を
出

す
と
き
は
、
次
の
事
項
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

●
野
山
に
入
る
と
き　

食
べ
物
や
ご
み

は
必
ず
持
ち
帰
る
・
一
人
で
は
入
ら
な

い
・
音
を
出
し
な
が
ら
歩
く
・
事
前
に

ヒ
グ
マ
の
出
没
情
報
を
確
認
す
る
・
薄

暗
い
と
き
に
は
行
動
し
な
い
・
フ
ン
や

足
跡
を
見
た
ら
引
き
返
す

さ
い
。

①
普
通
徴
収
の
場
合　

６
月
中
旬
頃　

個
人
宛
て
に
送
付
予
定

②
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
の
場
合

６
月
中
旬
頃　

個
人
宛
て
に
送
付
予
定

③
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
の
場
合　

令

和
６
年
５
月
中
旬
頃　

お
勤
め
先
に
送

付
予
定

※
令
和
６
年
度（
令
和
５
年
分
）の
住
民

税
の
合
計
所
得
金
額
が
１
、８
０
５
万

円
を
超
え
る
方
や
令
和
６
年
度
の
住
民

税
が
均
等
割
の
み
課
税
さ
れ
る
方
は
定

額
減
税
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
令
和
６
年
度（
令
和
５
年
分
）の
住
民

税
の
合
計
所
得
金
額
が
１
、０
０
０
万

円
を
超
え
る
方
の
配
偶
者
分
の
減
税
額

は
令
和
７
年
度
の
所
得
割
額
か
ら
控
除

し
ま
す
。

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
１
９

所
得
・
課
税
証
明
書
の

交
付
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
度
所
得
・
課
税
証
明
書
の

交
付
は
納
税
通
知
書
の
発
行
日
以
降
に

な
り
ま
す
。
市
・
道
民
税
を
納
付
書
で

納
付
し
て
い
る
方（
普
通
徴
収
）は
６
月

11
日
㈫
か
ら
、
勤
務
先
の
給
与
か
ら
引

き
去
り
と
し
て
い
る
方（
特
別
徴
収
）は

５
月
13
日
㈪
か
ら
の
交
付
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
普
通
徴
収
の
方
に
つ
い
て
は
、

６
月
３
日
㈪
〜
10
日
㈪
の
期
間
は「
見

込
み
」と
し
て
証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。

※
コ
ン
ビ
ニ
証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
に

お
け
る
令
和
６
年
度
の
所
得
・
課
税
証

●
家
庭
か
ら
出
る
ご
み　

後
始
末
は
き

ち
ん
と
す
る
・
放
置
し
た
り
埋
め
た
り

し
な
い
・
収
集
日
当
日
の
朝
に
出
す

※
ヒ
グ
マ
を
目
撃
し
た
と
き
や
フ
ン
や

足
跡
を
見
つ
け
た
と
き
は
、
す
ぐ
に
現

場
を
離
れ
、
速
や
か
に
市
役
所
く
ら
し

支
援
課
ま
た
は
滝
川
警
察
署
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３
、

滝
川
警
察
署
℡
24
―
０
１
１
０

ご
み
の
野
焼
き
や

不
法
投
棄
は
禁
止
で
す

　

野
外
で
の
ご
み
焼
却（
野
焼
き
）や
一

定
の
構
造
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
焼

却
炉
で
の
ご
み
焼
却
は
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
焼
却
に
よ
る
悪
臭
や
煙

な
ど
は
周
囲
の
住
民
に
迷
惑
を
か
け
る

だ
け
で
な
く
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど

の
有
害
物
質
発
生
の
原
因
に
も
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
ご
み
を
道
路
、
山
林
、
他
人

の
土
地
に
捨
て
る
こ
と
も
絶
対
に
や
め

ま
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
の
行
為
に
対
し
て
は
、
法
律

に
よ
り
厳
し
い
罰
則
、
罰
金
が
適
用
さ

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ル
ー
ル
を
守

り
、
よ
り
よ
い
環
境
づ
く
り
に
努
め
ま

し
ょ
う
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
３

人
権
・
困
り
ご
と
無
料
相
談
所

日
時　

６
月
１
日
㈯　

13
時
〜
15
時

場
所　

滝
川
市
民
交
流
プ
ラ
ザ

明
書
の
発
行
開
始
日
は
６
月
11
日
㈫
と

な
り
ま
す
。

問
税
務
課
℡
28
―
８
０
１
９

巡
回
児
童
相
談

　

今
年
度
の
岩
見
沢
児
童
相
談
所
に
よ

る
巡
回
児
童
相
談
の
日
程
・
場
所
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま

す
。
相
談
料
は
か
か
り
ま
せ
ん
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
程
・
場
所　

○
滝
川
市
民
交
流
プ
ラ
ザ
＝
６
月
11
日

㈫
、
７
月
30
日
㈫
、
８
月
22
日
㈭
、
９

月
10
日
㈫
、
10
月
10
日
㈭
、
令
和
７
年

１
月
16
日
㈭
、
２
月
７
日
㈮

相
談
員　

岩
見
沢
児
童
相
談
所（
児
童

福
祉
司
、
福
祉
専
門
員
）

申
込
期
限　

各
相
談
日
の
１
か
月
前
ま

で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
先　

こ
ど
も
家
庭
相
談
室（
保
健

セ
ン
タ
ー
内　

子
育
て
応
援
課
）

※
学
校
教
育
に
関
わ
る
相
談
は
、
教
育

機
関
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
家
庭
相
談
室
℡
23
―
５
２
１

７市
立
病
院
の
整
形
外
科
の

受
付
時
間
を
変
更
し
ま
す

　

予
約
さ
れ
て
い
な
い
方
の
整
形
外
科

の
受
付
時
間
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
５

月
１
日
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。

○
午
前
７
時
30
分
〜
午
前
11
時
30
分

　
　
　
　
　
　

⇐

●
午
前
７
時
30
分
〜
午
前
11
時

相
談
機
関　

滝
川
人
権
擁
護
委
員
協
議

会相
談
内
容　

い
じ
め
、家
庭
内
の
問
題
、

近
隣
間
の
も
め
事
、
職
場
の
関
係
な
ど

※
相
談
無
料
、
秘
密
厳
守

申
込
期
限　

５
月
24
日
㈮

申
込
方
法　

札
幌
法
務
局
滝
川
支
局
ま

で
、
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
２
、

札
幌
法
務
局
滝
川
支
局
℡
23
―
２
３
３

０人
権
擁
護
委
員
は

み
ん
な
の
街
の
相
談
役
で
す

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
に
つ
い
て

の
啓
発
活
動
の
ほ
か
、
地
域
の
皆
さ
ん

か
ら
人
権
に
関
す
る
相
談
を
受
け
る
な

ど
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
差
別
や

い
じ
め
、
虐
待
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
相
談

に
応
じ
て
お
り
、
内
容
に
つ
い
て
の
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員　

○
丸ま

る

山や
ま　

　

健け
ん

さ
ん（
大
町
）

○
斎さ

い

藤と
う　

　

寛
ひ
ろ
し
さ
ん（
有
明
町
）

○
高た

か

嶋し
ま　

弘ひ
ろ

美み

さ
ん（
黄
金
町
）

○
窪く

ぼ

之の

内う
ち

美み

知ち

代よ

さ
ん（
江
部
乙
町
）

○
深ふ

か

澤さ
わ　

京き
ょ
う
こ子
さ
ん（
大
町
）

○
岩い

わ

岬さ
き　

稔
み
の
る
さ
ん（
二
の
坂
町
）

○
芳は

賀が　

伸し
ん

吾ご

さ
ん（
緑
町
）

　

な
お
、
法
務
局
で
も
随
時
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す（
８
時
30
分
〜
17
時
15
分
）。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
２
、

札
幌
法
務
局
滝
川
支
局
℡
23
―
２
３
３

０
　

な
お
、
受
付
時
間
以
外
は
緊
急
性
が

あ
る
場
合
を
除
き
対
応
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
承
知
お
き
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
立
病
院
℡
22
―
４
３
１
１

所
得
超
過
の
た
め
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
な
い
方
へ

　

所
得
上
限
限
度
額
超
過
に
よ
り
児
童

手
当
を
受
給
し
て
い
な
い
方
で
、
令
和

５
年
中
の
所
得
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ

り
支
給
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
児

童
手
当
の
受
給
の
た
め
に
改
め
て
申
請

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（「
児
童
手
当
」制

度
）を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
応
援
課
℡
28
―
８
０
２
５

福
祉
団
体
へ
の
助
成
に
つ
い
て

　

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
取
り
組

む
団
体
が
行
う
事
業
に
対
し
て
、
共
同

募
金
と
本
会
会
費
を
元
に
助
成
金
を
交

付
し
ま
す
。
対
象
と
な
る
団
体
・
事
業

に
は
、
該
当
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

７
月
31
日
㈬

助
成
金
額　

①
全
市
民
対
象
事
業
の
場

合
は
対
象
経
費（
飲
食
費
や
賃
金
な
ど

を
除
く
）の
範
囲
内
で
20
万
円
ま
で

②
①
以
外
は
対
象
経
費
の
４
分
の
３
以

内
で
10
万
円
ま
で

※
他
の
助
成
金
収
入
が
あ
る
場
合
は
対

象
経
費
か
ら
控
除
し
ま
す
。

申
請
方
法　

本
会
備
え
付
け
の
申
請
書

に
必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

交
付
決
定　

本
事
業
選
考
委
員
会
の
審

査
を
経
て
決
定
し
ま
す
。

問
社
会
福
祉
協
議
会
℡
24
―
８
６
４
０

献
血
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

日
時
・
場
所　

５
月
30
日
㈭　

９
時
30

分
〜
11
時
＝
札
幌
方
面
滝
川
警
察
署（
緑

町
）、
12
時
30
分
〜
16
時
30
分
＝
国
学

院
大
学
北
海
道
短
期
大
学
部（
文
京
町
）

問
福
祉
課
℡
28
―
８
０
２
４

赤
十
字
活
動
に
ご
協
力
を

　

赤
十
字
は
世
界
に
広
が
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
生
か
し
な
が
ら
紛
争
・
災
害

に
よ
る
犠
牲
者
の
救
援
活
動
を
展
開
し

て
い
ま
す
。
赤
十
字
の
活
動
を
支
え
る

た
め
、
社
員（
会
員
ま
た
は
協
力
会
員
）

を
募
集
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

問
日
本
赤
十
字
社
滝
川
市
地
区
℡
24
―

８
６
４
０

５
月
は「
消
費
者
月
間
」で
す

令
和
６
年
度
統
一
テ
ー
マ

「
デ
ジ
タ
ル
に
求
め
ら
れ
る
消
費
者
力

と
は
」

　

毎
年
５
月
は「
消
費
者
月
間
」で
す
。

デ
ジ
タ
ル
化
や
Ａ
Ｉ
等
の
技
術
が
急
速

に
進
展
し
、
そ
の
ス
ピ
ー
ド
が
か
つ
て

な
く
速
く
な
る
中
で
、
わ
た
し
た
ち
消

費
者
を
取
り
巻
く
取
引
や
サ
ー
ビ
ス
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
急
速
に
変
化

し
、
利
便
性
が
増
す
一
方
、
リ
ス
ク
も

多
様
化
し
て
い
ま
す
。

　

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
仕
組
み
や
リ

ス
ク
へ
の
理
解
、
情
報
に
対
す
る
批
判

的
思
考
力
、
適
切
に
情
報
を
収
集
・
発

信
す
る
力
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

　
「
気
づ
く
・
断
る
・
相
談
す
る
」と
い

う
こ
れ
ま
で
も
必
要
と
さ
れ
た
基
礎
的

な
力
も
引
き
続
き
高
め
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

問
く
ら
し
支
援
課
℡
28
―
８
０
１
２

痴
漢
や
不
審
者
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い

●
夜
間
の
一
人
歩
き
は
避
け
、
人
通
り

の
多
い
明
る
い
道
を
通
る

●
イ
ヤ
ホ
ン
で
音
楽
を
聴
き
な
が
ら
歩

か
な
い

●
防
犯
ブ
ザ
ー
な
ど
の
防
犯
グ
ッ
ズ
を

携
帯
す
る

●
不
審
者
を
目
撃
し
た
ら
す
ぐ
に
１
１

０
番
す
る

　

現
在
配
信
中
の
北
海
道
警
察
公
式
防
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